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  第１章 震災対策 

【計画目標１】 首都直下型地震に備えたまちづくり 
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第１章 震災対策 

第１節 区全域レベルの対策 

 １ 延焼遮断帯の形成 

 １-１-（１）都市計画道路の整備 

都や区は、市街地の延焼を遮断し、かつ、避難や救援活動の空間ともなる「延焼

遮断帯」を構成する都市計画道路（未整備区間）の整備を推進します。 

区内の都市計画道路の総延長は 161,220ｍであり、令和３年４月現在の整備延長の

割合は８２．７％（事業中を含む）となっています。 

 

【延焼遮断帯の計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：平成 29年 10 月足立区都市計画マスタープラン】 
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【延焼遮断帯を構成する都市計画道路の整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する個別計画・事務事業等】 

     区・都市計画道路      都・第四次事業化計画における優先整備路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

【施策】１-１-（１）都市計画道路の整備 

施策指標 
実績 

令和３年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

都市計画道路整備延長の割合 

（区内総延長 161Km） 
８２．７％ ８４．３％※ ８６．２％※ 

※ 中間値：補助 109 号線（1,210ｍ）、補助 138 号線江北地区（1,330ｍ）、足区街 13 号線（50ｍ）の事業化を 

見込む。 

※ 目標値：優先整備路線全ての事業化を見込む。補助 140 号線（450ｍ）、補助 138 号線中川地区（600ｍ）、 

補助 253 号線（250ｍ）、補助 254 号線（800ｍ）、補助 255号線（700ｍ）、足区街 8 号線（220ｍ） 

 

担当所管 

東京都 第六建設事務所 工事課 

足立区 都市建設部 道路公園整備室 道路整備課 

 

【令和 3 年 4 月現在】 



 第１章 震災対策  

12 

 

 

 １-１-（２）都市防災不燃化促進事業の推進 

都市防災上早急に整備が必要な地域において、建築物の不燃化を進め、安全な避

難路の確保と延焼遮断帯を整備するために、都市防災不燃化促進事業の推進を図り

ます。 

都市防災不燃化促進事業の導入は最も効果的な不燃化促進策となるため、延焼遮

断帯を構成する都市計画道路（未整備区間）の街路事業の開始と同時期に実施する

ことが望ましいと言えます。 

新規事業導入の可否は、導入予定道路沿道の既存建物の不燃化率の調査結果によ

り、導入時期は街路事業の事業化、用途地域等の都市計画変更手続きなどにより総

合的に判断します。 

 

【都市防災不燃化促進事業実施状況図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑤補助 261 線 
西竹の塚地区 
（～令和 12 年 3 月） 

 

⑥補助 138 号線 
興野・本木地区 

（～令和 7年 3月） 

 

その 1 工区地区 
（～令和 8 年 3 月） 

 

①補助 136 号線 
関原・梅田地区 

 

②補助 136 号線 
扇・本木地区 

④補助 138 線西新井駅西口 
その 2 工区地区 
（～令和 6 年 3 月） 

 

【延焼遮断帯の構成】 
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【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・不燃化促進事業      都・都市防災不燃化促進事業 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策】１-１-（２）都市防災不燃化促進事業の推進 

施策指標 
実績 

令和２年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

都市防災不燃化促進事業終了地区数 １７地区 ２０地区※ ２３地区※ 

※ 現在の事業地区の終了見込み及び今後の事業予定地区をふまえ設定。 

 

担当所管 

東京都 市街地整備部 防災都市づくり課 

足立区 都市建設部 都市建設課 ／ 建築室 建築防災課 

 

【出典：不燃化促進事業案内リーフレット】 
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 １-１-（３）最低限度高度地区・防火地域等による規制誘導 

全ての都市計画道路と一部の生活道路に延焼遮断帯の役割をもたせ、その役割に

応じて次のとおり規制します。 

 

【延焼遮断帯の役割に応じた規制】 

規制の手法 内  容 

最低限度高度地区※ ・ 一定の高さ以上の耐火建築物を誘導する最低限度高度地区を指定 

・ 延焼遮断帯を構成する道路で最低限度高度地区が未指定の区間に

ついては、候補地区として指定を検討 

防火地域、準防火地域

または新たな防火規制 

・ 市街地における火災の危険を防除するため、まちの拠点や火災な

どの危険性が高い区域及び延焼遮断帯にあたる道路の沿道に防火

地域、準防火地域または新たな防火規制を指定 

・ 上記の区域や道路の沿道で防火地域、準防火地域または新たな防

火規制が未指定の区間については、候補地区として指定を検討 

用途地域、容積率 ・ 用途地域や容積率による規制誘導により、延焼遮断帯としての効

果を高める 

 

【防火地域・準防火地域・新たな防火規制区域内の構造制限】 

地 域 

 

規 模 

構 造 

防 火 地 域 準 防 火 地 域 新たな防火規制区域内の 

準防火地域 

階  数 延べ面積 階  数 延べ面積 階  数 延べ面積 

耐火建築物としなければ

ならないもの又は施行令

第 136 条の 2 第 1 号に該

当する建物 

階数３以上

のもの 

100 ㎡をこえ

るもの 

階数４以上

のもの（地階

を除く） 

1,500 ㎡を

こえるもの 

階数４以上

のもの（地階

を除く） 

500 ㎡をこ

えるもの 

準耐火建築物（または耐

火建築物）としなければ

ならないもの又は施行令

第 136 条の 2 第 2 号に該

当する建物 

階数が２以下でかつ延べ面

積が 100 ㎡以下のもの 

・地階が３でかつ延べ面積

が 1,500 ㎡以下のもの

（地階を除く） 

・階数が２以下でかつ延べ

面積が 500～1,500 ㎡以

下のもの（地階を除く） 

階数３以下

のもの（地階

を除く） 

500 ㎡以下

のもの 

建築基準法施行令第 136

条の 2 第 3 号に該当する

建物 

建築できません 階数が２以下でかつ延べ面

積が 500 ㎡以下のもの（木

造のみ）（地階を除く） 

建築できません 

建築基準法施行令第 136

条の 2 第 4 号に該当する

建物 

階数が２以下でかつ延べ面

積が 500 ㎡以下のもの（木

造以外）（地階を除く） 

※小規模な付属建築物等を除く 

 

 

※ 最低限度高度地区 

建築物の高さ（地盤面からの高さ）の最低限度を７ｍに定め、土地の高度利用を図る地区。 
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【道路沿道の不燃化図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・都市計画情報      都・用途地域等に関する指定方針・指定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施策】１-１-（３）最低限度高度地区・防火地域等による規制誘導 

施策指標 
実績 

令和２年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

都市計画道路沿道の用途地域等変更面積 

（令和３年度からの累計） 
― 約３２．０ｈａ※ 約４２．０ｈａ※ 

※ 中間値：補助 136 号線沿道足立地区（4.4ha）、補助 261 号線沿道伊興地区（8.9ha）、補助 256 号線沿道中央本町

地区（5.7ha）、補助 109 号線沿道神明南・北加平町地区（13.0ha）を見込む。 

※ 目標値：補助 138 号線沿道江北地区（10.0ha）を見込む。 

 

担当所管 

東京都 都市づくり政策部 土地利用計画課 

足立区 都市建設部 都市建設課 

 

【出典：平成 29年 10 月足立区都市計画マスタープラン】 
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 ２ 地域特性に応じた市街地整備 

 １-２-（１）密集市街地整備事業※の推進 

密集市街地整備事業による道路拡幅や公園等の公共施設整備等により、防災性の向

上と住環境の整備・改善を進めます。さらに、防災街区整備地区計画を重ね合わせて

策定することにより、密集市街地の整備・改善を効果的かつ確実に進めます。 

区内の木造住宅密集地域は広範囲に及んでいるため、今後も密集市街地整備事業の

導入により、密集市街地の整備・改善に取り組む必要があります。 

 

【密集市街地整備事業 位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区名称 面 積 事業期間 

1 関原一丁目地区 １２．９ｈａ 事業終了 

2 足立一・二・三・四丁目地区 ６７．２ｈａ 事業終了 

3 西新井駅西口周辺地区 ５１．４ｈａ 平成１１年度から令和７年度 

4 千住仲町地区 １５．７ｈａ 平成２０年度から令和４年度 

5 千住西地区 ６０．８ｈａ 令和元年度から令和１０年度 

 

 

※ 密集市街地整備事業 

国土交通省住宅局所管住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）及び東京都木造住宅密集地域整備事業

をいう。  

1 2 

3 

4 

5 

【出典：平成 26年 3 月足立区の土地利用～土地利用現況調査結果の概要～】 
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【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・密集市街地整備事業      都・木造住宅密集地域の整備促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施策】１-２-（１）密集市街地整備事業の推進 

施策指標 
実績 

令和２年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

３地区平均不燃領域率（西新井駅西口周辺・千住

仲町・千住西の３地区） 
５６．７％ ６４．２％※１ ７０％※１ 

密集事業で整備した公園の総数（西新井駅西口周

辺・千住仲町・千住西の３地区内）（累計） 
１０か所 １４か所※２ １８か所※２ 

※１ 事務事業評価の考えを踏襲し、前年度実績から 1.5ポイント上昇として設定。 

※２ 公園用地の取得状況をふまえ、整備予定の年度から設定。 

 

担当所管 

東京都 市街地整備部 防災都市づくり課 

足立区 都市建設部 建築室 建築防災課 

 

【出典：東京都防災都市づくり課ＨＰ資料】 
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 １-２-（２）不燃化特区における取り組みの推進 

東京都では、首都直下地震の切迫性や東日本大震災の教訓を踏まえ、平成２４年１

月に「木密地域不燃化１０年プロジェクト」を立ち上げ、区と連携して東京の最大の

弱点である木密地域の解消を一段と加速させる取り組みを行ってきました。 

このプロジェクトにより、整備地域の中で特に重点的かつ集中的に改善を図るべき

地区を「不燃化推進特定整備地区（以下、「不燃化特区」という。）」に指定し、区から

の提案を受け、老朽建築物の建替え・除却への助成など従来よりも踏み込んだ取り組

みを行っています。 

不燃化特区については、２０２５（令和７）年度までその期間が延長され、区内で

は、「西新井駅西口周辺地区」「足立区中南部一帯地区」が不燃化特区に再指定され、

都と区が協力して、特別な支援を行っています。 

【不燃化特区指定地区】 

地区名 指定年月 主な取り組み 面積 

西新井駅西口周辺地区 平成２６年４月 

令和 ３年４月（再指定） 

全域での不燃化誘導実施と積

極的な働きかけによる除却・建替

え促進、特定整備路線沿道の不燃

化による延焼遮断帯ほか 

約 54.8ha 

中南部一帯地区 平成２７年４月 

令和 ３年４月（再指定） 

約 646.2ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 西新井駅西口周辺地区（54.8ha） 

 足立区中南部一帯地区（646.2ha） 

 

【不燃化特区区域】 
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【不燃化特区内における支援内容】 

支援内容 条件等 備考 

老朽建築物の解体費用助成 

（最大 210 万円助成） 

下記のいずれかの条件を満たす場合 

・ 昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築され

た木造又は軽量鉄骨造の建築物 

・ 区の調査によって危険であると認め

られた建築物 

・ 延焼防止上危険な木造建築物として

国が定めた基準に該当する建築物 

・ 解体後の更地を適正に管理す

ることにより、最長 5 年度分

8 割の固定資産税等の減免が

受けられる可能性あり。 

不燃化建替え費用助成 

（最大 280 万円助成） 

下記のすべての条件を満たす場合 

・ 現在の建物の主要構造部が木造又は

軽量鉄骨造 

・ 現在の建物が耐用年限の 3 分の 2 を

経過していること 

・ 建物を耐火建築物または準耐火建築

物に建替えること 

・ 助成対象区域は、防災街区整

備地区計画の区域内に限る。 

・ 一定の要件を満たす燃えにく

い建物に建替えることによ

り、最長 5 年度分 10 割の固

定資産税等の減免が受けられ

る可能性あり。 

建築物の解体や建替え等に

おける相談内容に応じて、

一級建築士、不動産鑑定

士、弁護士などの派遣 

・ 不燃化特区内に土地または建物を所

有している方 
― 

 

 

【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・不燃化特区について      都・不燃化特区の制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【施策】１-２-（２）不燃化特区における取り組みの推進 

施策指標 
実績 

令和２年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

不燃化特区指定地区の不燃領域率 ６２．１７％ ６８％※１ ７０％以上※１ 

不燃化特区の老朽建築物の解体費助成件数 

（平成２６年からの累計） 
９７９件 ２８００件※２ ― 

※１ 東京都防災都市づくり推進計画に基づき目標設定。 

※２ 目標の不燃領域率達成に向けて想定される件数を設定。 

 

担当所管 

東京都 市街地整備部 防災都市づくり課 

足立区 都市建設部 建築室 建築防災課 
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 １-２-（３）新たな防火規制区域※の指定 

東京都建築安全条例に基づく新たな防火規制区域の指定により、建築物の防災性向

上と避難や消火活動のための道路整備を推進します。 

都は「西新井栄町一・二丁目各地内」「千住二・三丁目各地内」「梅田五・六・七・

八丁目各地内」「千住旭町及び日ノ出町各地内」に加え、平成２７年１０月１日に、足

立区中南部一帯地区の不燃化推進特定整備地区を新たな防火規制区域に指定しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新たな防火規制区域の指定状況】 

所在地 告示日 施行日 区域面積 

西新井栄町一・二丁目各地内 平成 17 年 4 月 1 日 平成 17 年 6 月 15 日 9.2ha 

千住二・三丁目各地内 平成 18 年 5 月 1 日 平成 18 年 6 月 1 日 4.7ha 

梅田五・六・七・八丁目各地内 平成 19 年 11 月 1 日 平成 19 年 12 月 1 日 8.1ha 

千住旭町及び日ノ出町各地内 平成 21 年 2 月 27 日 平成 21 年 4 月 1 日 20.7ha 

中南部一帯地区の区域 平成 27 年 10 月 1 日 平成 27 年 12 月 17 日 657.7ha 

 
※ 新たな防火規制区域 

東京都建築安全条例の第７条の３に規定するもので、地震などの災害発生時に火災などの危険性が高い区域を指

定し、防災性が高い建築物の建替えを誘導することを目的としている。 

この区域内では、現行の準防火地域で建築できるものが、より防火性の高い建築物の建築が求められる。原則と

して、区域内のすべての建築物は準耐火建築物以上となる。  

【新たな防火規制区域図】 
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【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・新たな防火規制区域について      都・新たな防火規制について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【施策】１-２-（３）新たな防火規制区域の指定 

施策指標 
実績 

令和２年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

新たな防火規制区域内の不燃領域率 ６２．１７％ ６８％※ ７０％以上※ 

※ 不燃化特区指定地区の不燃領域率を参考に設定。 

 

担当所管 

東京都 市街地整備部 建築企画課 

足立区 都市建設部 都市建設課 ／ 建築室 建築防災課 

 

【出典：足立区新たな防火規制案内リーフレット（平成 28年 3 月発行）】 

 



 第１章 震災対策  

22 

 

 

 １-２-（４）地域特性に応じた地区計画等の策定 

令和４年６月現在、地区計画等の策定状況は、地区計画５３地区（面積 約

1,270.1ha）、防災街区整備地区計画※５地区（面積 約 204.7ha）、沿道地区計画６地

区（面積 約 92.19ha、延長 約 15.3Km）で策定済みです。 

老朽化した木造住宅が建て込み、狭あい道路が多く、消火活動が困難な延焼火災の

危険性が高い地区は、防災性向上の観点から地区施設の整備や建築物等に関する制限

の実施を行う地区計画の他、防災街区整備事業※や防災街区整備地区計画を活用し、

不燃建替えや壁面の位置の制限により空地を確保する一方で、容積率、斜線制限等の

規制の緩和により建替えを誘発することで、事業の円滑化・加速化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 防災街区整備地区計画 

地区の防災機能の確保の観点から主要な道路等の公共施設を地区防災施設として位置付け、これに沿って建築

物の耐火構造化を促進すること等によって、道路と建築物が一体となって延焼防止機能や避難機能を確保するこ

とを目的としている。区内では足立一・二・三・四丁目地区、関原一丁目地区、西新井駅西口周辺地区、千住仲

町地区、千住西地区において策定されている。 

 

※ 防災街区整備事業 

防災性と居住環境の向上を目指し、権利変換による土地・建物の共同化を基本としつつ、例外的に個別の土地

への権利変換を認める柔軟かつ強力な事業手法を用いながら、老朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建

築物及び公共施設の整備を行う都市計画事業。区内では関原一丁目中央地区で事業化が行われている。  

地区計画 

防災街区整備地区計画 

沿道地区計画 

【地区計画等 位置図】 
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【地域特性に応じた地区計画のルール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・地区計画      区・防災街区整備地区計画    区・沿道地区計画    都・地区計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施策】１-２-（４）地域特性に応じた地区計画等の策定 

施策指標 
実績 

令和２年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

市街化区域（4,810ha）に対する地区計画等の策

定面積割合 
３２．４％ ３４．４％※ ３６．４％※ 

※ これまでの実績から地区計画等の策定面積割合の上昇を 0.4％／年と見込む。 

 

担当所管 

東京都 都市づくり政策部 土地利用計画課 

足立区 都市建設部 まちづくり課 ／ 建築室 建築防災課 

 

【出典：国土交通省資料】 
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 １-２-（５）都市基盤の整備状況に応じた市街地整備 

   ア 土地区画整理事業を施行すべき区域 

土地区画整理事業を施行すべき区域では、緑豊かな快適で便利なまちの形成を目

指し、多様な世代が住み続けられる良好な居住環境とコミュニティ活動の根付くま

ちづくりを推進し、良好な低中層住宅地として、公共施設の整備を図りつつ、土地

の有効利用を適切に誘導するため、平成１６年から地区計画を導入し、まちづくり

を行っています。 

今後は、都市計画道路や地区計画による地区施設の整備を進めるとともに、将来、 

鉄道構想線の実現などの社会状況の変化や、地域の気運の高まりによっては、土地

区画整理事業実施の可能性を検討します。 

   イ 土地区画整理事業完了地区等 

     土地区画整理事業完了地区等は、土地区画整理事業完了または事業中地区と、住

宅市街地総合整備事業（拠点開発型）事業中地区を対象とします。道路などの都市

基盤が整備され安全で良好な住環境となっており、今後、地区計画等により良好な

住環境を保全していきます。 

   ウ 都市基盤の未整備地区 

     都市基盤の未整備地区では、農地が開発されるなどして木造住宅が再生産され、

木造住宅密集地域となりつつあります。 

     このため、公共住宅の建替え時などあらゆる機会を捉えてまちづくりを進め、都

市基盤の整備などを進めるとともに、地区計画による地区施設の整備のほか、必要

に応じて、土地区画整理事業や市街地再開発事業、住宅市街地総合整備事業などを

検討し、面的な整備を進めます。 
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【地域特性による市街地の区分図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・区画整理      区・地区計画      都・区画整理事業を施行すべき区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施策】１-２-（５）都市基盤整備の整備状況に応じた市街地整備 

施策指標 
実績 

令和２年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

市街化区域（4,810ha）に対する地区計画等の策

定面積割合（再掲） 
３２．４％ ３４．４％※ ３６．４％※ 

※ これまでの実績から地区計画等の策定面積割合の上昇を 0.4％／年と見込む。 

 

担当所管 

東京都 都市づくり政策部 土地利用計画課 ／ 市街地整備部 企画課 

足立区 都市建設部 まちづくり課 ／ 建築室 建築防災課 

 

【出典：平成 26年 3 月足立区の土地利用～土地利用現況調査結果の概要～】 
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 ３ 防災拠点・輸送路等の整備 

 １-３-（１）災害備蓄倉庫※１及び輸送拠点の整備 

被災者の生活の維持や応急活動等のため、食料・飲料水・生活必需品・資器材等

を保管する災害備蓄倉庫を確保します。備蓄物品は原則各避難所の倉庫に分散備蓄

していますが、分散備蓄に適さないもの（救助用ボート、給水タンク等）は区内７

か所に設置している拠点倉庫に保管しています。避難所備蓄倉庫及び拠点倉庫を平

時から適切に管理し、更に災害時における拠点倉庫の備蓄品の輸送及び配分の方法

について、足立区地域防災計画に定めています。 

また、区が避難所等へ食料及び生活必需品等を搬送するための仕分け・一時的保

管機能を持つ場所として、３か所の地域内輸送拠点を選定しています。引き続き都

と連携し、広域輸送基地※２から地域内輸送拠点へ輸送される物資の受入れ、保管、

払出等を円滑に行える体制を構築します。 
 

名称 住所 

拠
点
倉
庫 

１ 鹿浜災害備蓄倉庫 鹿浜二丁目 24番 3 号 

２ 大谷田災害備蓄倉庫 大谷田一丁目 1 番 

３ 舎人災害備蓄倉庫 入谷六丁目 2 番 11 号（東京団地倉庫㈱ 足立事業所内） 

４ 千住桜木災害備蓄倉庫 千住桜木二丁目 17番 4 号 

５ 興本災害備蓄倉庫 興野一丁目 1 番 10 号 

６ 保木間災害備蓄倉庫 保木間三丁目 33番 1 号 

７ 第二舎人災害備蓄倉庫 舎人六丁目 10番 11 号 

地
域
内 

輸
送
拠
点 

１ 区立保木間公園 竹の塚三丁目 8 番 

２ 都立舎人公園 古千谷一丁目、入谷六丁目 

３ 都立東綾瀬公園 綾瀬六丁目 37 番 

【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・備蓄倉庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

※１ 災害備蓄倉庫とは、備蓄物品に関する倉庫のことであり、避難所備蓄倉庫及び拠点倉庫等を指す。 

 

※２ 広域輸送基地とは、国・他県等から緊急物資等の受入れ、一次保管、地域内輸送拠点等への積替、配送等の

拠点のことであり、区内では足立トラックターミナルが指定されている。  

【施策】１-３-（１）災害備蓄倉庫及び輸送拠点の整備 

施策指標 実績 令和３年度 中間 令和７年度 目標 令和１２年度 

災害備蓄倉庫の適正管理 

（棚卸事業） 

第一次避難所 

116か所 

拠点倉庫 7か所 

第一次避難所 全箇所 

第二次避難所 全箇所 

拠点倉庫 全箇所※ 

区内倉庫（帰宅困難

者用倉庫等含む） 

全箇所※ 

※ 現在は拠点倉庫及び第一次避難所のみ管理を行っているが、将来的には区内全箇所の災害備蓄倉庫の適正管

理のため、令和７年度までに第二次避難所全箇所、令和１２年度までに帰宅困難者用倉庫等を含む全ての倉庫

の棚卸を目指す。なお、避難所の増加等に伴い災害備蓄倉庫も増加するため、年度時点の災害備蓄倉庫全箇所

の管理を実施する。 

 

担当所管 

東京都 生活福祉部 計画課 

足立区 危機管理部 総合防災対策室 災害対策課 
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 １-３-（２）緊急輸送道路※の機能確保 

被災地や被災者に対する救護活動及び支援物資や食料などを輸送するための緊急

輸送道路は、震災直後から交通規制や道路啓開※により確保することになります。 

防災まちづくりでは、震災時の建物倒壊や落下物、延焼火災による障害を防止する

ため、沿道建物の耐震化・不燃化及び建替えを促進します。 

【緊急輸送道路や拠点的施設の配置】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 緊急輸送道路 

地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路

と防災拠点を相互に連絡する道路をいい、第１次～第３次まで設定されている。 

第１次：応急対策の中枢を担う都本庁舎、立川地域防災センター、重要港湾、空港等を連絡する路線 

第２次：一次路線と区市町村役場、主要な防災拠点（警察、消防、医療等の初動対応機関）を連絡する路線 

第３次：その他の防災拠点（広域輸送拠点、備蓄倉庫等）を連絡する路線 

 

※ 道路啓開 

災害で被害が生じた地域の方々を救援するため、障害物、危険物などを取り除いて緊急車両等が通行できる路

面を確保し、救援ルートを開くこと。  

【出典：平成 29年 10 月足立区都市計画マスタープラン】 
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【関連する個別計画・事務事業等】 

    区・特定緊急輸送道路沿道助成      都・特定緊急輸送道路指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施策】１-３-（２）緊急輸送道路の機能確保 

施策指標 
実績 

令和２年度 

目標 

令和７年度 

特定緊急輸送道路の総合到達率 ９８．１％ ９９％※ 

※ 東京都耐震改修促進計画による。 

 

担当所管 

東京都 市街地建築部 建築企画課 

足立区 建築室 建築防災課 

 

【出典：東京都市街地建築部建築企画課ＨＰ】 
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 １-３-（３）防災船着場と緊急輸送道路を結ぶネットワークの形成 

東京都は、災害時における河川舟運の有効性に着目し、防災船着場と陸上交通網と

のネットワークの構築や病院、広域輸送基地、地域内輸送拠点、避難場所などを効果

的に結びつけることを定めた「防災船着場整備計画（平成２８年１月改訂）」を策定し

ています。 

区内には荒川、隅田川、新芝川に１０か所の防災船着場が位置づけられており、こ

のうち既設３か所、建設予定７か所となっています。 

これらの防災船着場と緊急輸送道路を結んで、災害時の緊急輸送ネットワークの形

成を図ります。 

 

【足立区内防災船着場位置図】 
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【関連する個別計画・事務事業等】 

    都・防災船着場整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施策】１-３-（３）防災船着場と結ぶ緊急輸送道路ネットワークの形成 

施策指標 
実績 

令和３年度 

中間 

令和７年度 

目標 

令和１２年度 

区内の防災船着場整備済数 ３か所 ４か所※ ４か所※ 

※ 千住大橋船着場を新たに整備予定（区整備）。国整備予定の荒川２か所（千住・扇）は、「荒川水系河川整備計

画 平成２８年（令和２年９月変更）」において、概ね３０年の間に整備が計画されている。 

 

担当所管 

 国 関東地方整備局 荒川下流河川事務所 

東京都 建設局 河川部 計画課 

足立区 都市建設部 都市建設課 

 


